
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

④ページ       
     

皆さんの納める保険税は国保制度を支えるための大切な財源です。 ⑬ページ 

 

 

平成 29年 6月 8日 第 29‐7号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ⑤産地パワーアップ事業をお知らせします            
 
 産地パワーアップ事業とは、水田、畑作、野菜、果樹および花き等について、地域の営農戦略

として定める「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲ある農業者等が高収益な作物、栽培体系

への転換を図るための取り組みを、すべての農作物を対象として総合的に支援するものです。 

 事業への取り組みを検討されている方は、ご相談ください。なお補助額等は、国や県の予算動

向によって変わることがあります。 

支援対象者 農業者、農業者の組織する団体等 

採択要件 次の要件を満たすこと 

（1）次のいずれかの成果目標の実現が見込まれること 

・生産コストまたは集出荷・加工コストの 10%以上の削減  

・販売額の 10%以上の増加  

・契約栽培の割合の 10%以上の増加、かつ 50%以上であること 

・需要減が見込まれる品目・品種から、需要増が見込まれる品目・品種への 100%転換 

（2）品目ごとに定められた面積要件等を満たしていること ※申請者の品目ごとの合計面積となります。 

・水田：50ヘクタール以上 ・露地野菜：10ヘクタール以上 ・施設野菜：5ヘクタール以上 

・かんきつ類、りんご、ぶどう、なし、かき、くり、うめ 等：10ヘクタール以上 ・その他の 

果樹：3ヘクタール以上 ・露地花き：5ヘクタール以上 ・施設花き：3ヘクタール以上 

助成内容  

整備事業：育苗施設、乾燥調整施設、集出荷貯蔵施設等 

生産支援事業：リース方式による農業機械等の導入（収穫機、スピードスプレーヤー等） 

生産資材の導入等（パイプハウス資材、果樹の改植等） 

補助率 原則、事業費の 2分の 1以内 

問 農政課（内線 540） 

      ⑥イノシシ、カラス被害防止機器購入費の一部を補助します         
 
イノシシ、カラス等から農作物を守るため、被害防止機器の購入費の一部を補助します。 

対象 市に住所を有し、市内で農作物の鳥獣被害を防止するために被害防止機器を設置する方 

補助額 個人設置：購入費の 1/4以内、共同設置（3戸以上）：購入費の 1/3以内 

    ※20,000円/人を限度とし、設置面積が１ヘクタール以上の場合は30,000円/人を限度とする。 

     ただし、補助額に 1,000円未満が生じた場合は切り捨てとする。 

    非農家設置（家庭菜園等）：購入額の 1/5以内 

    ※10,000円/人を限度とする。ただし、補助額に1,000円未満が生じた場合は切り捨てとする。 

対象機器 電気柵、防護柵等、鳥類被害防止電子機器 

必要なもの 補助金等交付申請書、見積書(単価のわかるもの含)、印鑑(ゴム印不可) 

      ※必ず、購入前に申請してください。 

申・問 農政課（内線 528） 

           ⑦ラジオ体操の情報を収集しています              
 
 地域(企業は除く)でラジオ体操を行っているグループの情報を募集します。いただいた情報を

地域の方に案内し、ラジオ体操を広めていきたいと考えています。複数名で定期的にラジオ体操

を行っているグループの情報(団体名、場所、日時、代表者)を教えてください。情報をお持ちし

ています。 

【自主的に活動している団体紹介】 

現在、市内でラジオ体操が毎日行われている団体です。地域のラジオ体操に参加してみませんか。 

団体名 場所 住所 実施時間 

美原ラジオ体操会 友部小学校グランド 美原 3-3-1 午前 6時 25分 

※雨天の場合や季節によって、実施の有無や時間帯が変更される場合があります。 

問 健康増進課（友部保健センター）℡ 0296-77-9145 

 

                     ㉞ゲーム&英会話ナイトの参加者を募集します                          
 
Do you like games? Do you want to practice using English? 英語のネイティブスピーカーと 

ゲームをしながら軽く英会話をしませんか？笠間で英語を使うチャンスです！参加費は無料。 

日時 6月 29日（木）午後 7時～8時 30分 

場所 地域交流センターともべ           （笠間市友部駅前 1-10） 

講師 笠間市 CIR オケンニィ・ジョーダンさん、笠間市 AET（4～5名） 

対象 市内在住の高校生以上の方 

定員 25名（先着順） 

申込方法 電話またはメールでお申し込みください。 

申込期限 6月 27日（火） 

申・問 市民活動課（内線 133）メール katsudo@city.kasama.lg.jp 

        ㉟地域交流センターいわまの指定管理者を募集します            
 
市では、地域団体のコミュニティ活動や市民の交流の場、市民活動団体や NPO団体の拠点、情

報発信、交流の場、さらには観光客等の拠点や情報発信の場としての機能を図ることを目的とし、

効率的な運営を行える指定管理者を募集します。 

施設概要 地域交流センターいわま（笠間市下郷 4438-7） 

            木造造平屋建 947.18平方メートル、駐車場 84台（イベント時 96台）、防災井戸 1基 

委託期間 12月（予定）～平成 32年 3月 31日 ※議会の議決後に正式な指定期間となります。 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。申込みに必要な書類、資料は、窓口に用意してありま

す。市ホームページからもダウンロードできます（「地域交流センター」で検索）。 

募集期限 6月 30日（金） 

申・問 市民活動課（内線 132） 

        ㊱第 27回笠間のまつりパレード参加者を募集します              
 
今年も、笠間の夏を彩る笠間のまつり「光のオブジェ（ねぶた）&神輿パレード」が開催され

ます。このまつりは、市民総参加によるふるさとづくりや街づくりを目的に行うもので、今年で

27回目を迎えます。 

昨年のパレードには、28 団体、1,000 人を超える参加者が集まり、約 38,000 人もの人出で賑

わいました。 

実行委員会では、今年も、市民のみなさんと一緒にまつりを盛り上げるため、次のとおりパレ

ード参加者を募集します。みなさま、お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。 

日時 8月 19日（土）午後 6時～9時 30分 

場所 笠間稲荷神社周辺～笠間ショッピングセンターポレポレ周辺（実施本部 市営荒町駐車場） 

募集内容 

部門 参加内容 備考 

跳
は

ね人
と

（踊り手） 
お囃子のリズムに合わせて跳

ねる（踊る） 
参加団体が複数ある場合には、コン

テストを実施します。優勝団体には、

実行委員会から賞金を贈ります。 よさこい（踊り手） 
よさこいを披露する 

※音源はご持参ください 

ねぶたの運行（引き手） 
人形ねぶたや扇ねぶたを運行

する（引く） 

運行するねぶたは、実行委員会で 

指定します。 

対象 団体、グループ、個人、いずれも可能です。 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 6月 28日（水） 

※参加申込団体（または個人）を対象に、7月 5日（水）にパレード参加者説明会を開催予定です。 

申・問 笠間のまつり実行委員会事務局 商工観光課内（内線 511） 


